
答 申 第 ７ ７ 号

平成３０年１２月１２日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門 殿

徳島県個人情報保護審査会

会 長 松 永 満 佐 子

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について（答申）

平成３０年９月２１日付け管第５１９号で諮問のありましたこのことについて，下

記のとおり答申します。

記

１ 個人情報の収集制限（本人収集の原則）の例外に関する事項（徳島県個人情報保

護条例（以下「条例」という。）第６条第２項関係）について

諮問された事項については，個人情報取扱事務の目的の達成や円滑な実施の確保

を図る上で必要なものと認められます。

ただし，ドライブレコーダーによる個人情報の収集に当たっては，個人の権利利

益を不当に侵害することのないよう，個人情報の適正な取扱いが徹底されることを

要望します。

２ 個人情報の収集制限（要配慮個人情報の収集制限）の例外に関する事項（条例第

６条第３項関係）について

諮問された事項については，個人情報取扱事務の目的を達成する上で必要なもの

と認めます。



収集制限（本人収集）の例外に関する事項（条例第６条第２項第７号関係）

（個別事項）

番号 項 目 例外として収集が認められる理由

１ 県有車両のうち管財課が加入す ○県有車両での交通事故等が発生した際に，適切かつ迅

る自動車任意賠償保険の対象車 速な事故等の処理を行うため，ドライブレコーダーを

両に設置するドライブレコーダ 設置し，撮影することにより，個人情報を収集する場

ーでの撮影により，本人以外か 合がある。

ら個人情報を収集する場合 ○ドライブレコーダーによる個人情報の収集について

は，被撮影者から個別の同意を得た上で収集すること

は事実上困難である。



収集制限（要配慮個人情報の収集制限）の例外に関する事項（条例第６条第３項関係）

（個別事項）

番号 項 目 例外として収集が認められる理由

１ 県有車両のうち管財課が加入す ○ドライブレコーダーによる撮影を行う場合に，身体障

る自動車任意賠償保険の対象車 害等の外形上明らかな要配慮個人情報を収集してしま

両に設置するドライブレコーダ う場合がある。

ーで本人を撮影することによ ○これらの要配慮個人情報を除いて収集することは事実

り，その外形上明らかな要配慮 上困難である。

個人情報を収集する場合



徳島県個人情報保護審査会審議経過

回 開催年月日 内 容

第１０４回 平成３０年１０月 ３日 諮問
審議

第１０５回 平成３０年１１月１５日 審議

第１０６回 平成３０年１２月１２日 審議
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